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重 要 事 項 説 明 書 

（施設介護サービス）  

 

あなたに対する施設サービス提供開始にあたり、厚生省令第 39 号第 4 条に基いて当事業者が

あなたに説明すべき事項は次のとおりです。 

1 事業者 

   

 事業者の名称  社会福祉法人 昌明福祉会 

 法人の所在地  名古屋市港区寛政町 6 丁目 10 番地 

 法人種別 社会福祉法人 

 理事長 水谷 昌明 

 電話番号 052-381-4122 

   

2 ご利用施設 

   

 施設の名称 特別養護老人ホーム 港寿楽苑 

 施設の所在地  名古屋市港区寛政町 6 丁目 10 番地 

 施設長 水谷 昌明 

 電話番号 052-381-4122 

 ＦＡＸ番号 052-381-0145 

   

3 ご利用施設で合わせて実施する事業  

 

 
事業の種類  

事業者指定 利用

定数  指定年月日 指定番号 

 
施

設 
特別養護老人ホーム 平成 12 年 4 月 1 日 2371100120 60 人 

 

居

宅 

短期入所生活介護 平成 12 年 2 月 29 日 2371100211 5 人 

 認知症対応型通所介護 

介護予防認知症対応型通所介護 
平成 26 年 7 月 1 日 2391100191 12 人 

 居宅介護支援事業所 平成 11 年 11 月 30 日 2371100211  
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4 事業の目的と運営の方針  

  

 

事業の目的 

この事業は、福祉サービスを必要とする者が、心身ともに健やか

に育成され、または社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動

に参加する機会を与えられるとともに、その環境、年齢および心身

の状況に応じ、地域において必要なサービスを統合的に提供され

るように援助することを目的とする。 

 

施設運営の方針  

（1）  高齢者個々の生き方や人間性を尊重し、ふれあいと明る

さのある楽しい生活を送っていただけるよう援助する。 

（2）  高齢者の方だけでなく家族の方にも、健康の維持、心の

ゆとりが持てるよう、職員一体となりより良い環境を提供する。 

（3）  各種行事を通じて、広く地域の方に利用される施設を目

指し、関係行政機関・サービス実施機関等との連絡調整を行

い、地域福祉の向上に努める。 

 

5 施設の概要 

特別養護老人ホーム 

 敷 地 1．007．54 ㎡ 

 

建物 

構 造 鉄筋コンクリート造 4 階建（耐火建築） 

 延べ床面積 2．126．76 ㎡ 

 利 用 定 員 60 名 

 

 （1）居 室 

    

 居 室 の種 類 室  数 面  積 1 人あたり面積 

 1 人部屋 1 室 016．04 ㎡ 16．04 ㎡ 

 2 人部屋 4 室 090．68 ㎡ 11．33 ㎡ 

 4 人部屋 14 室 462．00 ㎡ 08．25 ㎡ 

 

（2）主な設備 

 設 備 の種 類 数 面 積 

 食堂 1 室 61．68 ㎡ 

 機能訓練室 1 室 35．81 ㎡ 

 一般浴室 1 室 37．36 ㎡ 
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 設 備 の種 類 数 面 積 

 器械浴室 1 室 特殊浴槽・ストレッチャー 

 医務室 1 室 19．32 ㎡ 

 デイルーム 3 箇所 87．66 ㎡ 

    

6 職員体制 

 

 

従業者の種類  員数 

区 分 

常勤換算 

後の定員 

事業者の 

指定水準 
保有資格 

 常勤 非常勤 

 専

従 

兼

務 

専

従 

兼

務 

 施設長 1 1    1 1  

 生活相談員 1 1    1 1 介護支援専門員  1 名 

介護支援専門員 1 1    1 1 介護支援専門員  1 名 

 介護職員 33 20  13  
25.2 

21 

以上 

介護福祉士 18 名 

 看護職員 
5 3 1 1  

正看護師  3 名 

 機能訓練指導員 4.3 1 准看護師  2 名 

 
医師 3    3 3 1 

診療科  内科  2 名 

精神科  1 名 

 栄養士 2 2    2 1 管理栄養士  2 名 

(令和 6 年 4 月 1 日現在) 

7 職員の勤務体制  

 

 従業者の職種  勤 務 体 制 休 暇 

 施設長 日勤 A （09：00 ～ 18：00） 4 週 8 休 

 生活相談員 日勤 A （09：00 ～ 18：00） 4 週 8 休 

 介護職員 

早番 A （07：00 ～ 16：00） 

常勤 A （10：00 ～ 19：00） 

遅番 A （11：00 ～ 20：00） 

遅番 B （13：10 ～ 22：10） 

夜勤 A （22：05 ～  7：05） 

※昼間は、原則として職員 1 人あたり入所者 9 名の

お世話をします。 

※夜間は、原則として職員 1人あたり入所者 30名の

お世話をします。 

原則として

4 週 8 休 
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 従業者の職種  勤 務 体 制 休 暇 

 看護職員 

早番 A （07：00 ～ 16：00） 

日番 A （09：00 ～ 18：00） 

遅番 A （09：30 ～ 18：30） 

夜間 オンコール対応  

※昼間は原則として 2 名体制で勤務します。 

原則として

4 週 8 休 

 機能訓練指導 随時、看護職員が兼務します。  

 介護支援専門員 日勤 A （09：00 ～ 18：00） 4 週 8 休 

 医 師 
週 2 日、原則として月曜日 10：00～12：00、金曜日

14：00 ～ 16：00 に勤務します。 
 

 栄養士 日勤 A （09：00 ～ 18：00） 4 週 8 休 

 厨房職員 

早番Ａ （ 6：05 ～ 14：45）  

早番Ｂ  （ 8：40 ～ 17：20）  

遅番Ａ （ 9：30 ～ 18：10）  

遅番Ｂ  （10：50 ～ 19：30）  

4 週 8 休 

 （注）上記の職員数は、常勤あるいは常勤換算をしたものです。 

  

8 施設サービスの概要  

 （1）介護保険給付サービス 

  

 種 類 内   容 

 食事介助 

・  栄養士の立てる献立表により、栄養と利用者の身体状況に配

慮したバラエティに富んだ食事を提供します。 

・  食事はできるだけ離床して、食堂で食べていただけるように配

慮します。 

（食事時間） 

 朝 食  7：45 ～   8：15 

 昼 食  12：00 ～  12：30 

 夕 食  17：30  ～  18：00 

 排泄介助 
・  入所の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自

立についても適切な援助を行います。 

 入浴介助 

・  年間を通じて、週 2 回の入浴または清拭を行います。 

・  寝たきりなどで座位の取れない方は、器械を用いての入浴も可

能です。 
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 種類 内容 

 
離床・着替え 

整容など 

・  寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

・  生活リズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・  個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助し

ます。 

・  シーツ交換は、最低週 1 回実施いたします。 

 機能訓練 

・  機能訓練指導員（所有資格准看護師）による入所者の状況に

適合した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努

めます。 

（当施設の保有するリハビリ器具）  

滑車重錘運動器  交互牽引滑車運動装置   

  肋木運動訓練器  ホットパック 

 健康管理 

・  嘱託医師により、週 2 回診察日を設けて健康管理に努めます。

また、緊急必要な場合には主治医あるいは協力医療機関等に

責任を持って引き継ぎます。 

（当施設の嘱託医師）  

 氏  名 ： 松本龍夫  渡邉義文 

 診 療 科 ： 内科（富田病院）  

 診 察 日 ： 毎週月・金曜日 

  10：00～12：00 ・14：00～16：00 

 看取りについて 
・  ｢看取りに関する指針 (別紙 1)｣に基づき、できるかぎりご本人・

ご家族の意向に沿ったサービスを最期まで提供いたします。 

 栄養管理 
・ ご利用者の状態に応じた栄養計画を管理栄養士が作成し、それ

に基づいて、安全な食事を常時提供していきます。 

 相談および援助  

・  当施設は入所者およびそのご家族からの相談について誠意をも

って応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。 

（相談窓口） 生活相談員  上垣外 淳 

 社会生活上の便宜 

・  当施設では、必要な教養娯楽品を整えるとともに、施設での生

活を実りあるものとするため、適宜レクリエーション行事を企画し

ます。 

（主な内容） 

クラブ活動（茶道、多目的、お出かけ）、レクリエーション行事  

喫茶コーナー（毎週月、金曜日）、居酒屋（第 2・4 火曜日） 

・  行政機関に対する手続きが必要な場合には、入所者およびご

家族の状況によっては、代行いたします。 
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（2）介護保険給付外サービス 

 サービスの種別  内容 

 美容 
・  毎月 1 回（第 1 木曜日）出張による美容サービスをご利用いた

だけます。 

 
日常生活品の 

購入代行 

・  利用者およびご家族が自ら購入が困難である場合は、施設の

購入代行サービスをご利用いただけます。 

 

金銭管理 

自らの手による金銭の管理が困難な場合は、金銭管理サービスを

ご利用いただけます。 

管理する金銭等の形

態 

： 指定する金融機関の預金通帳に預け

入れているものを施設で管理します。 

お預かりするもの ： 上記預金通帳と通帳印  

（原則として 1 つ）  

保管場所 ： 印鑑は事務室大金庫  

通帳は小金庫 

保管管理者 ： 施設長が責任を持って管理いたしま

す。 

出納方法 ： 本会の『預り金管理要領』による。 

  

9 利用料 

 （1）法定給付 

 区 分 利 用 料 

 法定代理受領の場合  
介護報酬告示上の額 

※施設介護サービス費の 1 割または 2 割 

 法定代理受領でない場合  
介護報酬の告示上の額  

※施設介護サービスの基準額に同じ 

 ※詳しくは『利用料金のご案内』をご参照ください。 

（2）法定外給付  

 食 費 1 日 1,445 円    

 居住費（多床室） 1 日  915 円 

 
※外泊および入院時等でご本人が不在の場合も、居住費は頂戴致します。但し、短期

入所サービスのご利用者がご本人のベッドを利用している場合は頂戴しません。 

 理美容サービス 

    

理美容サービス 1 回 1,760 円  

    

 日常生活品の購入代行  
ご利用者またはご家族より購入依頼のあった物品を職

員が購入を代行した際にかかった費用  
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 金銭管理サービス 

基本サービス料   1 ヶ月  1,200 円 

※このサービスの利用については、別途申込書にて申し

込みください。 

 

 （3）入所者の選定により提供するもの 

 区  分 利 用 料 

 特別な食事 ・  要した費用の実費  

 
日常生活に要する費用で本人に負担して

いただくことが適当であるもの 

・  喫茶コーナー利用代金  

・  居酒屋利用代金 

・  クラブ活動費用  

・  レクリエーション費用  

200 円 

200 円 

実費 

実費 

 

10 苦情等申立先 

 当施設苦情・相談窓口 

受付担当者 

解決責任者 

第三者委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご利用時間 

ご利用方法 

生活相談員 上垣外 淳 

苑  長 水谷 昌明 

野澤佐吉 

住 所：静岡県浜松市北区引佐町白岩 

419 番地 

ＴＥＬ：053-542-0413 

 

鬼頭 敬 

住 所：名古屋市港区須成町 3-65 

ＴＥＬ：052-654-2555 

 

毎日午前 9 時 ～ 午後 5 時 

電  話 052-381-4122 

面  接 随時 

苦情箱 1 階事務所窓口横 

  3 階エレベーター前  

 当施設以外の苦情申立先 

・愛知県国民健康保険団体連合会 

・介護サービス苦情相談窓口（℡052-971-4165） 

・港区役所福祉課高齢福祉担当（℡052-654-9692） 
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11 協力医療機関 

 医療機関の名称  医療法人親和会  富田病院 

 院長名 松本 龍夫 

 所在地 名古屋市中川区かの里 1-301 

 電話番号 052-302-4976 

 診療科 内科、放射線科、神経内科、理学療法科  

 

 医療機関の名称  独立行政法人 労働者健康安全機構 中部労災病院 

 院長名 加藤 文彦 

 所在地 名古屋市港区港明 1 丁目 10 番 6 号 

 電話番号 052-652-5511 

 診療科 内科系、外科系、その他  

 

12 協力歯科医療機関 

 医療機関の名称  おはよう歯科   

 院長名 冨田大一 

 所在地 
名古屋市港区南十一番町 3 丁目 5 番地 2 

グランドハイツ南十一番町  

 電話番号 052-355-9988 

 

13 事故発生時の対応  

搬送先 原則、近隣の医療機関に搬送します。 

ご家族への連絡  

事故発生時間、事故発生時の状況、身体の状況、搬送先など 

ご連絡時点で判明していることについてご指定の連絡先へ 

ご連絡します。 

行政機関への報告  
名古屋市健康福祉局高齢福祉部の所管課宛に 

名古屋市所定の様式により報告します。 

賠償責任について 

事業者のサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合

には、天災地異等不可抗力による場合を除き、速やかに誠意

をもって賠償責任を行います。但し、当該事故の発生につき、

ご利用者側に重過失がある場合は、損害賠償の額を減じるこ

とができます。 

事業者は万一の事故の発生に備えて、東京海上火災保険株

式会社の賠償責任保険に加入しております。 
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14 非常災害時の対策  

 非常時の対応  別途定める「港寿楽苑消防計画」にのっとり対応を行います。 

 近隣との協力関係  
地元消防団長、地元協力者（善行寺、町内会長）に協力依頼。 

港消防署荒子川出張所（最も近い署）と連携を保つ。 

 

平常時の訓練など

防災設備 

別途定める「社会福祉法人昌明福祉会  消防計画」にのっとり

年 2回夜間および昼間を想定した避難訓練を入所者の方も参加

して実施します。 

 設備名称 個数等 設備名称 個数等 

 スプリンクラー あり 防火扉・シャッター 13 箇所 

 避難階段 3 箇所 屋内消火栓 なし 

 自動火災報知器 あり 非常通報装置 あり 

 誘導灯、誘導標識  37 箇所 漏電火災報知器 あり 

 ガス漏れ報知器 あり 非常用電源 あり 

 カーテン布団等は防炎性能のあるものを使用しております。 

 消防計画等 
消防署への届出日  

防火管理責任者 

： 

： 

平成 26 年 9 月 1 日 

坂﨑 浩之 

 

15 第三者評価の実地状況  

実施状況 毎年継続して実施  

評価機関名称 名古屋市介護サービス事業者連絡研究会  

実施期間 令和 4 年 10 月 13 日から令和 4 年 11 月 30 日 

評価結果の公表  令和 5 年 6 月 

評価結果の開示状況  NAGOYA かいごネットや市が発行する各種冊子で公表  

 

 

16 当施設ご利用の際に留意いただく事項  

 来訪・面会 

来訪者は面会時間（9：00～20：00）を遵守し、必ずその都度、面

会カードに記入し職員に届け出てください。また、ご利用者への

差し入れについては必ず職員にお申し送り下さい。 

 外出・外泊 
外出・外泊の際には必ず行き先と帰宅時間等を外出届、外泊届

に記入し職員に届け出てください。 

 
協力病院以外の 

医療機関への受診  

原則として職員は付き添いませんので、ご利用者、ご家族の責

任において受診していただきます。 

 緊急時等の対応  
病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、嘱託医への

連絡を行う等必要な措置を講じます。 



- 10 - 

 
居室・設備・器具の 

利用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがってご利用く

ださい。これに反したご利用により破損が生じた場合、賠償して

いただくことがございます。 

 喫煙 喫煙は決められた場所以外ではお断りします。 

 迷惑行為等 
騒音等、他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。ま

た、むやみに他の利用者の居室等に立ち入らないで下さい。 

 
宗教活動 

政治活動 

施設内で他の入所者に対する宗教活動および政治活動はご遠

慮ください。 

 動物飼育 施設内へのペットの持ち込み、および飼育はお断りします。 

 現金・貴重品 本人管理のものについて、施設で責任は負いません。 

 

                                   

私は、本書面に基づいて乙の職員（  職名  生活相談員  氏名  上垣外 淳 ）から 

重要事項の説明を受け、同意いたしました。 

 

 

令和 6 年  月  日 

 

利用者   住 所                                    

   氏 名       

署名代行者  住 所                                    

   氏 名       

   続 柄               

署名を代行した理由                                           

身元引受人  住 所                                     

   氏 名       

   続 柄               

注 施設利用契約における、施設使用の際の留意事項を含む。 


